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１【提出理由】

当社は、2022年6月17日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４

項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであり

ます。

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2022年６月17日

　

(2) 決議事項の内容

 

第１号議案 定款一部変更の件

①今後の事業内容の多様化に対応するため、事業目的を追加する。

②「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号)施行による、株主総会資料の電子提供制度導入に備

えるため、所要の変更を行う。

 
第２号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)３名選任の件

速水浩二、佐々木幹夫、篠﨑晃一を取締役(監査等委員であるものを除く。)として選任する。

 
第３号議案 監査等委員である取締役３名選任の件

佐多俊一、飯塚孝徳、廣岡穣を監査等委員である取締役として選任する。

 
第４号議案 取締役(監査等委員であるものを除く。)及び監査等委員である取締役の報酬額改定の件

取締役(監査等委員であるものを除く。)の報酬額を年額200百万円以内、監査等委員である取締役の報酬額を

年額40百万円以内とする。

 
第５号議案 取締役に対する事後交付型株式報酬制度に伴う報酬額等の設定の件

当社の取締役(監査等委員である取締役を含む。)を対象とした、事後交付型株式報酬制度導入に伴い、取締役

(監査等委員であるものを除く。)に支給する金銭報酬債権額を年額100百万円以内(交付する普通株式総数は年

500千株以内)、監査等委員である取締役に支給する金銭報酬債権額を年額15百万円以内(交付する普通株式総数

は年80千株以内)とする。
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(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並

びに当該決議の結果

 
決議事項

賛成数
(個)

反対数
(個)

棄権数
(個)

可決要件
決議の結果及び

賛成(反対)割合(％)

第１号議案
定款一部変更の件

119,655 936 0 (注)１ 可決 99.19

第２号議案
取締役(監査等委員であるも
のを除く。)３名選任の件

   

(注)２

  

速水 浩二 118,733 1,858 0 可決 98.43

佐々木 幹夫 118,807 1,784 0 可決 98.49

篠﨑 晃一 118,721 1,870 0 可決 98.42

第３号議案
監査等委員である取締役３
名選任の件

   

(注)２

  

佐多 俊一 119,341 1,250 0 可決 98.93

飯塚 孝徳 119,427 1,164 0 可決 99.00

廣岡 穣 119,373 1,218 0 可決 98.96

第４号議案
取締役(監査等委員であるも
のを除く。)及び監査等委員
である取締役の報酬額改定
の件

116,555 4,036 0 (注)３ 可決 96.62

第５号議案
取締役に対する事後交付型
株式報酬制度に伴う報酬額
等の設定の件

116,033 4,558 0 (注)３ 可決 96.19

 

 

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成による。

３．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

 

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことによ

り、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認が

できていない議決権数は加算しておりません。
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